
議案第３７号 

 

 

富田林市立小学校及び中学校等の管理運営規則の一部を改正する規則 

 

 

【制定（改正）の理由】 

学校教育法の改正に伴い、学校事務職員の職務規定を変更するとともに、共同

学校事務室設置を規定するため。 

 

【制定（改正）の内容】 

 学校事務職員の職務規定を変更するとともに、共同学校事務室設置及びその

所掌事務を規定する条文を追加するものである。 

 

【施行日】 

 令和６年４月１日 



富田林市立小学校及び中学校等の管理運営に関する規則（昭和３３年富田林市教育委員会規則第１２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（主幹） （主幹） 

第４条の５ （略） 第４条の５ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する 。 ３ 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務をつかさどる。 

（主査） （主査） 

第４条の６ （略） 第４条の６ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する  。 ３ 主査は、上司の指揮を受け、担任事務をつかさどる。 

（副主査） （副主査） 

第４条の７ （略） 第４条の７ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 副主査は、上司の指揮を受け、事務に従事する  。 ３ 副主査は、上司の指揮を受け、事務をつかさどる。 

（主事） （主事） 

第４条の８ （略） 第４条の８ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する  。 ３ 主事は、上司の指揮を受け、事務をつかさどる。 

 （共同学校事務室） 

第４条の１２ 教育委員会は、学校に係る事務の効果的な処理に資する 

 ための組織として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７ 

 条の４に規定する共同学校事務室を置く。 

２ 共同学校事務室の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 教材、教具その他の物品の共同購入に関する事務 

（２） 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、共同処理することが適当である 

         と教育長が認める事務 

 ３ 共同学校事務室の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会 

 が別に定める。 

 


